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袖ケ浦市介護保険運営協議会（令和４年度第５回）議事録 

 

１ 開催日時  令和５年３月２７日（月） 開会：午後２時３０分、閉会：午後３時３８分 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 北庁舎２階会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 小泉 政洋 委 員 村山 浩通 

副会長 大熊 賢滋 委 員 中村 武仁 

委 員 大岩 みさ子 委 員 高野 圭介 

委 員 齊藤 智枝 委 員 石塚 浩一 

委 員 長谷川 かつえ 委 員 宮﨑 智弘 

委 員 志村 弘道  

 （欠席委員） 

委 員 石川 和利 委 員 中村 美保 

委 員 石井 美喜男 委 員 平野 しげ子 

 

４ 出席職員 

福祉部長 今井 辰夫 
介護保険課 

管理班主査 
松崎 真伍 

福祉部参事 

［介護保険課長］ 
山口 桂一 

高齢者支援課副課長 

［地域包括支援班長］ 
鹿島 健志 

介護保険課 

管理班長 
根本 吉晴  

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 ０人 

 

６ 次   第 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 議題 

①令和４年度指定地域密着型サービス事業所の指定更新結果について 

②令和４年度介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定更新結果に 

ついて 

③令和４年度地域ケア会議の実績について 

④令和５年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針について 

⑤令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託について 
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⑥介護保険制度の見直しの動向について 

⑦令和５年度袖ケ浦市介護保険運営協議会の開催スケジュールについて 

⑧その他 

（４） 閉会 

 

７ 議   事 

事務局 

（根本班長） 

本日はご多用の中、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

まだお見えになっていない方もいらっしゃいますが、定刻となりましたので

始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は１０名でございます。したがいまして、袖ケ浦市介護

保険運営協議会規則第４条第２項の規定による定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。 

これより、令和４年度第５回袖ケ浦市介護保険運営協議会を始めさせて 

いただきます。 

本日、石川委員、石井委員、中村美保委員、平野委員が所用のため欠席

との報告をいただいております。 

初めに、小泉会長、ごあいさつをお願いいたします。 

小泉会長 （小泉会長あいさつ） 

― 中村武仁委員 入室 ― 

事務局 

（根本班長） 

ありがとうございました。 

議事に入る前に、本日の会議資料の確認と資料の差替えをお願いいたし

ます。 

まず、資料の差替えでございますが、事前に送付させていただいた議題

（５）の資料中、№３５・夢のまち市原八幡居宅介護支援事業所でございます

が、委員の皆さまへの資料送付後に受託辞退の申し出がございました。 

恐れ入りますが、本日、机上に修正した資料を配布させていただきました

ので、差替えをお願いいたします。 

続いて、本日の会議資料でございますが、会議次第、議題（１）資料、議題

（２）資料、議題（３）資料、議題（４）資料１、議題（４）資料２、議題（５）資料、 

議題（６）資料、議題（７）資料、以上の９点でございます。 

不足等はございませんでしょうか。 

 

会議の進行は、袖ケ浦市介護保険運営協議会規則第４条第１項の規定に

より、会長が行うこととなっておりますので、小泉会長にお願いしたいと思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 

小泉会長 それでは、議事に入る前に、会議の公開及び傍聴について、事務局から

説明をお願いいたします。 
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事務局 

（根本班長） 

本日の会議は、公開となっております。議事録につきましては、市ホーム 

ページと市役所総務課事務室にて公開してまいりますのでご了承ください。 

委員の皆様方には、後日、議事録を調製の上、送付させていただきます。 

なお、本日、傍聴の申し出はございません。 

小泉会長 皆様、会議の公開等については、よろしいでしょうか。 

 （発言者なし） 

小泉会長 それでは、議事に入らせていただきます。 

本日の議題は、その他を含めて８件でございます。 

会議次第をご覧ください。 

議題（１）から議題（３）までと、議題（６）及び議題（７）につきましては、それ

ぞれ事務局から説明を受け、ご意見をいただくものとなっております。 

また、議題（４）及び議題（５）につきましては、事務局から説明を受け、審議

の上、採決を行うものでございます。 

各議題とも事務局の説明が終了した後に、質疑をお受けすることといたしま

す。 

まず、議題（１）の令和４年度指定地域密着型サービス事業所の指定更新

結果について、事務局の説明を求めます。 

事務局 

（根本班長） 

【議題（１）に関する説明】 

小泉会長 それでは事務局の説明が終わりましたので、ここで質疑をお受けいたしま

す。質疑はございませんでしょうか。 

ご意見でも結構ですので、何かありましたらお願いいたします。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（２）、令和４年度介護予防・日常生活支援総合事業における 

サービス事業者の指定更新結果について、事務局の説明を求めます。 

事務局 

（鹿島副課長） 

【議題（２）に関する説明】 

小泉会長 それでは事務局の説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

ご意見でも結構です。何かありましたらお願いいたします。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（３）の令和４年度地域ケア会議の実績について、事務局の  

説明を求めます。 

事務局 

（鹿島副課長） 

【議題（３）に関する説明】 

小泉会長 説明が終わりましたので、ここで質疑をお受けいたします。 

ご意見でも結構ですので、何かありましたらお願いいたします。 
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 （質疑・意見なし） 

小泉会長 特にないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（４）の令和５年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針に

ついて、事務局の説明を求めます。 

事務局 

（鹿島副課長） 

【議題（４）に関する説明】 

小泉会長 説明が終わりましたので、ここで質疑をお受けいたします。 

質疑はございませんでしょうか。ご意見でも結構です。 

 （志村委員挙手） 

小泉会長 志村委員、お願いします。 

志村委員 聞き直しになるのですが、議題（４）資料１の３ページ、キの（イ）のところで、 

ａの昭和・根形地区ブランチだけが存続ということでよろしいでしょうか。 

小泉会長 事務局。 

事務局 

（鹿島副課長） 

昭和・根形地区の委託による地域包括支援センターは令和７年度に開設予

定としており、それまでの間は昭和・根形地区ブランチは存続させることで計画

しております。 

志村委員 ブランチというのは、要支援者の支援計画を作成してもらう委託先ということで

よろしいでしょうか。 

事務局 

（鹿島副課長） 

ブランチは主に高齢者の相談窓口となります。本市では、ブランチに一人暮

らし高齢者の実態把握を依頼しており、訪問等も実施しています。 

志村委員 ブランチでは、個別に支援計画を立てて、月１回の面談等を実施している 

わけではないということですね。 

事務局 

（鹿島副課長） 

はい。ブランチとしては実施しておりません。 

志村委員 ブランチが扱う対象者は、要支援認定を受けた方のみなのでしょうか。それと

も要支援・要介護にかかわらず相談を受けているのでしょうか。 

事務局 

（鹿島副課長） 

ブランチでは要支援・要介護・非該当にかかわらず、６５歳以上の方からの 

相談を受け付けています。 

志村委員 議題（４）資料１の４ページ、５の基幹型地域包括支援センターの関係で、  

今後、長浦地区と平川地区で委託型地域包括支援センターが立ち上がるわけ

ですが、今後発生するケースは該当地区の委託型地域包括支援センターで 

取り扱い、また、これまで直営の地域包括支援センターで取り扱っていたケース

を該当地区の委託型地域包括支援センターに移管するということでよいので 

しょうか。 

事務局 

（鹿島副課長） 

そのとおりです。委託型地域包括支援センターだけでは対応が困難な事例

等は、直営の地域包括支援センターも支援していきます。 

小泉会長 志村委員、よろしいでしょうか。 

私から確認なのですが、委託型地域包括支援センターの開設が迫っている
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中で、ケースの引継ぎ等の開設に向けた準備は問題なく進んでいるのでしょう

か。 

事務局 

（鹿島副課長） 

現在、開設に向けた準備を進めておりますが、具体的な引継ぎはこれからと

なります。委託する法人の人事が決まり次第、具体的な引継ぎを行ってまいりま

す。 

小泉会長 計画どおり開設できるように準備をお願いいたします。 

他にございませんか。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

令和５年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針について、認めることに

賛成の方の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

小泉会長 全員賛成でございます。 

よって、令和５年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針につきまして

は、承認されました。 

それでは、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（５）の令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジ

メント業務の委託について、説明をお願いいたします。 

事務局 

（鹿島副課長） 

【議題（５）に関する説明】 

小泉会長 それでは説明が終わりましたので質疑をお受けいたします。 

質疑・ご意見はございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託に

ついて、認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

小泉会長 全員賛成でございます。 

よって、令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務

の委託については、承認されました。 

それでは、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（６）、介護保険制度の見直しの動向について、事務局の説明を

求めます。 

事務局 

（根本班長） 

【議題（６）に関する説明】 

小泉会長 説明が終わりましたので、ここで質疑・ご意見をお受けいたします。 

何かございましたらお願いいたします。 

 （村山委員挙手） 
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小泉会長 村山委員、お願いします。 

村山委員 ケアプランの作成費用について利用者負担を求めることが検討されたとの 

ことですが、どのくらいの利用者負担が想定されるのか伺います。 

事務局 

（根本班長） 

介護保険部会の議事録等を確認いたしましたが、具体的な負担割合や金額

は記載されておらず、詳細は把握できておりません。 

村山委員 現在のケアプラン作成費用はわかりますか。 

事務局 

（鹿島副課長） 

介護の場合で約１２，０００円程度、予防支援の場合で４～５，０００円程度で 

あったと思います。 

小泉会長 よろしいですか。 

他にございますか。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

次に、議題（７）の令和５年度袖ケ浦市介護保険運営協議会の開催スケジ

ュールについて、説明をお願いします。 

事務局 

（根本班長） 

【議題（７）に関する説明】 

小泉会長 質疑等はございますでしょうか。 

 （質疑・意見なし） 

小泉会長 ないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

最後に、議題（８）のその他でございますが、委員の皆様から何かございま

すでしょうか。 

 （発言者なし） 

小泉会長 事務局から報告等はございますか。 

事務局 

（根本班長） 

事務局から２点ご連絡させていただきます。 

まず、１点目は令和３年度より進めております地域密着型特別養護老人 

ホームと認知症高齢者グループホームの施設整備の進捗状況についてで 

ございます。 

昨年５月までに整備運営事業者を決定いたしまして、市においては千葉県

の交付金の活用に向けた協議を進め、昨年９月に県より交付金の交付決定

を受けたところでございます。また、整備運営事業者におきましては開発協議

や農地転用、建築確認申請の手続を進め、本年１月に農地転用の許可、  

２月には確認済証の交付を受けたところでございます。 

現在は、整備運営事業者において工事請負業者を決定するための入札

手続を進めているところであり、今後の予定といたしましては、来月中旬に 

契約・着工、１２月末に竣工、令和６年２月に開設の予定となっております。 

続きまして２点目は、次回の介護保険運営協議会の開催日程についてで

ございます。 

先ほどご説明いたしましたとおり、次回の会議を４月２７日木曜日の午後  
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２時から、市役所旧館３階大会議室にて開催させていただきます。 

本日の会議終了後、開催通知をお渡しさせていただきます。 

事務局からは以上でございます。 

小泉会長 それでは、本日予定していた議案の審議は、全て終了いたしました。 

以上で、議長の任を解かせていただきます。 

議事進行にご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

私事で大変恐縮でございますが、この度の人事異動によりまして、今年度

末をもって袖ケ浦市社会福祉協議会を離れることとなり、あわせて介護保険

運営協議会委員も辞することとなりました。 

皆様方のご協力によりなんとかこれまで務めることができました。来年度は

次期計画を策定する重要な年となりますので、これまで以上のご協力をお願

いいたしまして、お礼のあいさつとさせていただきます。 

３年間どうもありがとうございました。 

事務局 

（根本班長） 

小泉会長、ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和４年度第５回袖ケ浦市介護保険運営協議会を閉会

いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 



令和４年度第５回 袖ケ浦市介護保険運営協議会 

 

日 時 令和５年３月２７日（月） 

午後２時３０分～ 

               場 所 市役所北庁舎２階会議室 

 

 

次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 題 

（１）令和４年度指定地域密着型サービス事業所の指定更新結果について 

（２）令和４年度介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の  

指定更新結果について 

（３）令和４年度地域ケア会議の実績について 

（４）令和５年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針について 

（５）令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託 

について 

（６）介護保険制度の見直しの動向について 

（７）令和５年度袖ケ浦市介護保険運営協議会の開催スケジュールについて 

（８）その他 

 

４ 閉 会 



議題（１）　令和４年度指定地域密着型サービス事業所の指定更新結果について

法人名 代表者役職 代表者氏名 指定（更新）日 指定終了日 指定更新日 指定終了日

特別養護老人ホーム
みどりの樹

袖ケ浦市
　下泉1426

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

社会福祉法人
みどりの風

理事長 武井　千尋
（新規）
平成28年5月25日

令和4年5月24日 令和4年5月25日 令和10年5月24日

百笑
袖ケ浦市
　高谷1365

地域密着型通所介護
特定非営利活動法人
デイサービスホーム
ほがらか

理事長 橋　洋子
（更新）
平成28年10月1日

令和4年9月30日 令和4年10月1日 令和10年9月30日

- 1 -

更新後運営主体

　指定地域密着型（介護予防）サービスにおけるサービス事業所の指定更新について、指定期間満了に伴う指定更新が令和４年度中に２事業所２件
あったことから報告するものです。

【補足】
　指定地域密着型（介護予防）サービスについては、介護保険法第７８条の２及び第１１５条の１２の規定に基づき、所在地の市町村長が指定を行います。なお、介護保険
法第７８条の１２及び第１１５条の２１の規定により準用する第７０条の２の規定により、指定期間の効力は６年間となっています。

更新前
サービス種別事業所名 所在地

議題（１）資料



（令和5年3月1日現在）

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を受けられるサービスです。

№ 事業所名

1 社会福祉法人永和会　定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

2 24時間対応型ベストケア訪問介護

3 24時間訪問介護ロフ

（２）夜間対応型訪問介護・・・袖ケ浦市では実施していません
　夜間に定期的な巡回で介護を受けられる訪問介護、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる
　随時対応の訪問介護があります。

（３）地域密着型通所介護（デイサービス）
　デイサービスセンター（日帰り介護施設）などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、
　レクリエーションなどが受けられ、定員が18名以下の小規模な施設になります。

№ 事業所名 所在地 定員

1 ＡＤＬサポートひだまり 袖ケ浦市奈良輪265-1 10名

2 縁側よいしょ 袖ケ浦市大鳥居562 10名

3 ケアエナジー通所介護センター 袖ケ浦市久保田2379-3 10名

4 ちいたの平川 袖ケ浦市百目木157-1 14名

5 ちいたの福王台 袖ケ浦市坂戸市場66-1 15名

6 通所介護のんき 袖ケ浦市代宿303 10名

7 通所介護ベストケア 袖ケ浦市大曽根1183-1 18名

8 デイサービスセンターすずらん（休止中） 袖ケ浦市蔵波2589 10名

9 デイサービスホームルーム 袖ケ浦市代宿88-5 18名

10 デイサービスみどりの丘 袖ケ浦市下泉1424-3 15名

11 デイサービスみどりの風そでがうら 袖ケ浦市下泉1425 18名

12 デイサービス陽氣ぐらし 袖ケ浦市久保田1872-5 10名

13 百笑 袖ケ浦市高谷1365 14名

- 2 -

指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所 一 覧

所在地

袖ケ浦市蔵波3037-1

袖ケ浦市神納1-19-3　グローバル・ヴィレッジ10号

木更津市大和2-12-10



（４）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）
　認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

№ 事業所名 所在地 定員

1 グループホーム憩新棟 袖ケ浦市横田1709-3 3名

（５）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
　施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせ、
　家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活の支援や機能訓練を受けられます。

№ 事業所名 所在地 定員

1 縁側よいしょ 袖ケ浦市大鳥居562 18名

（６）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　認知症の高齢者が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる
　食事、排泄など、日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

№ 事業所名 所在地 定員

1 ならわの家 袖ケ浦市奈良輪718-1 18名

2 グループホーム憩 袖ケ浦市横田1708-1 9名

3 グループホーム憩新棟 袖ケ浦市横田1709-3 9名

（７）地域密着型特定施設入居者生活介護・・・袖ケ浦市では実施していません
　定員29名以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。

（８）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護老人ホーム）
　定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などの
　サービスを受けられます。

№ 事業所名 所在地 定員

1 みどりの丘 袖ケ浦市下泉1424-3 29名

2 みどりの樹 袖ケ浦市下泉1426 29名

3 和心苑 袖ケ浦市神納2840-1 29名

（９）看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
　施設への「通い」、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」（介護と看護）を組み合わせ、
　家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活の支援や機能訓練を受けられます。

№ 事業所名 所在地 定員

1 セントケア看護小規模袖ケ浦 袖ケ浦市蔵波台3-10-2 29名

- 3 -



【新規】

法人名 代表者役職 代表者 指定開始日 指定終了日

1
ミモザヘルパーステー
ション五井

千葉県市原市
五井6318夏井テナン
ト3階1号室

第１号訪問事業
（介護予防訪問介護相当
サービス）

ミモザ株式会社 代表取締役 松本　考二 令和5年2月1日 令和11年1月31日

【更新】

法人名 代表者役職 代表者 指定開始日 指定終了日

1 訪問介護さんぽ
千葉県木更津市
清見台2-9-9

第１号訪問事業
（介護予防訪問介護相当
サービス）

合同会社Ｈ・Ｓ・Ｎ 代表社員 奈良輪　英子 令和4年4月1日 令和10年3月31日

2 ちいたの福王台
千葉県袖ケ浦市
坂戸市場66-1

第１号通所事業
（介護予防通所介護相当
サービス）

社会福祉法人
かずさ萬燈会

理事長 渡邉　元貴 令和4年4月1日 令和10年3月31日

3 デイサービス陽氣ぐらし
千葉県袖ケ浦市
久保田1872-5

第１号通所事業
（介護予防通所介護相当
サービス）

株式会社陽氣 代表取締役 今井　誠一 令和4年4月1日 令和10年3月31日

4 ケアセンターおびつ
千葉県君津市
三田401

第１号通所事業
（介護予防通所介護相当
サービス）

有限会社
ウエルネス上総

代表取締役 花澤　礼子 令和4年6月1日 令和10年5月31日

5 百笑
千葉県袖ケ浦市
高谷1365

第１号通所事業
（介護予防通所介護相当
サービス）

特定非営利活動法人
デイサービスホーム

ほがらか
理事長 橋　洋子 令和4年10月1日 令和10年9月30日

6 げんき介護相談所
千葉県袖ケ浦市
勝217-1

第１号訪問事業
（訪問型サービスＡ）

株式会社
ブレーンシステム

代表取締役 堀　勝二 令和4年10月1日 令和6年3月31日

7
さつき会ヘルパーステー
ションカトレアンホーム事
業所

千葉県袖ケ浦市
蔵波2713-1

第１号訪問事業
（訪問型サービスＡ）

社会福祉法人さつき会 理事長 矢田　高裕 令和4年10月1日 令和8年3月31日

8
袖ケ浦ムツミヘルパース
テーション

千葉県袖ケ浦市
神納796-10

第１号訪問事業
（訪問型サービスＡ）

株式会社
ケイ・ティ・サービス

代表取締役 手代木　正儀 令和4年10月1日 令和9年9月30日

9
特定非営利活動法人
在宅福祉サービス
袖ケ浦ふれあい

千葉県袖ケ浦市
久保田1777

第１号訪問事業
（訪問型サービスＡ）

特定非営利活動法人
在宅福祉サービス
袖ケ浦ふれあい

理事 山脇　郁子 令和4年10月1日 令和10年2月29日

10
こひつじかずさ
介護支援センター

千葉県袖ケ浦市
横田4161

第１号通所事業
（介護予防通所介護相当
サービス）

医療法人社団小羊会 理事長 長沼　信治 令和5年2月1日 令和11年1月31日

11 ライフサポート彩輝
千葉県袖ケ浦市
大曽根2-1

第１号訪問事業
（介護予防訪問介護相当
サービス）

有限会社
ライフサポート彩輝

代表取締役 安藤　慶子 令和5年3月1日 令和11年2月28日

議題（２）　令和４年度介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定更新結果について

指定有効期間

事業所名 住所 サービス種別
運営主体 指定有効期間

●介護予防・日常生活支援総合事業：高齢者が要介護状態等となることを予防したり、要介護状態等の軽減や悪化の防止、要介護状態等となった場合において
も、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるよう支援する事業。

●介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業者の指定について、新規指定が１件あったことから報告するものです。また、指定期間満了に伴う指定
更新が令和４年度中に１１件あったことについても併せて報告いたします。なお、令和５年３月１日現在、第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）については
４０事業所、第１号訪問事業（訪問型サービスＡ）については４事業所、第１号通所事業（通所介護相当サービス）については４５事業所を指定（※参考資
料）。

No

No 事業所名 住所 サービス種別
運営主体

議
題
（
２
）
資
料

1



（参考資料）

令和5年3月1日現在　

（１）介護予防訪問介護相当サービス
　利用者が自立した生活が出来るよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。

№ 事業所名 所在地

1 さつき会ヘルパーステーションカトレアンホーム事業所 袖ケ浦市蔵波2713-1

2 ヤックスヘルパーステーション袖ケ浦 袖ケ浦市蔵波台5-19-3

3 ライフサポート彩輝 袖ケ浦市大曽根2-1

4 セントケア袖ヶ浦 袖ケ浦市蔵波台3-10-2

5 げんき介護相談所 袖ケ浦市勝217-1

6 らいおん介護事業所 千葉市中央区神明町6-2　小川ビル

7 グリーンパレス訪問介護事業所 木更津市長須賀1329

8 中郷記念館ホームヘルパー 木更津市井尻951

9 訪問介護ステーションたんぽぽ 木更津市祇園2-30-21

10 訪問介護なごみ 木更津市東太田4-2-8

11 太陽介護センター 木更津市貝渕1-9-3

12 訪問介護事業所朝陽 木更津市請西南2-14-2-202

13 木更津ムツミヘルパーステーション 木更津市太田4-12-21

14 アースサポート木更津 木更津市木更津2-2-41

15 訪問介護ケアセンター絆 木更津市江川536-1

16 KT姉崎ヘルパーステーション 市原市姉崎1575-18

17 ムツミヘルパーステーション 市原市姉崎東3-3-7

18 市原ムツミヘルパーステーション 市原市山田835-1

19 JAきみつ介護センター訪問介護事業所 君津市宮下2-24-27

20 ヘルパーステーションやどりぎ 君津市人見1422-1

21 袖ケ浦ムツミヘルパーステーション 袖ケ浦市神納796-10

22 特定非営利活動法人在宅福祉サービス袖ケ浦ふれあい 袖ケ浦市久保田１７７７

23 サンライズヘルパーステーション 木更津市清見台東2-3-1

24 かもめヘルパーステーション 木更津市菅生689

25 東友ヘルパーステーション姉崎 市原市姉崎591-8

26 さくらケア 市原市桜台3-3-9

27 花の里訪問介護事業所 袖ケ浦市野里452-8

28 ベストケア訪問介護 袖ケ浦市神納1-19-3グローバル・ヴィレッジ10号

29 訪問介護さんぽ 木更津市清見台2-9-9

30 在宅アシスト和気あいあい 市原市姉崎2580-1

31 ミサキ訪問介護事業所 袖ケ浦市蔵波2589

32 訪問介護ファミリーケア　【休止中】 袖ケ浦市代宿88-5

33 ケア・サービス憩 袖ケ浦市横田1709-2

34 介護センターなのはな 市原市中高根699-2

35 ハートケア訪問介護支援センター 木更津市清見台東1-23-1

36 なでしこケア合同会社 市原市松ヶ島2-10-13

37 ヘルパーステーションアドバンス 木更津市祇園1-23-2アメニティ祇園C101

38 株式会社青い星 袖ケ浦市蔵波台4-20-11

39 ホームヘルプサービスセンター金谷の里 富津市金谷1912-2

40 ミモザヘルパーステーション五井 市原市五井6318 夏井テナント3階1号室

（２）訪問型サービスＡ
　資格要件を緩和したヘルパーや有資格者のヘルパーから、掃除や洗濯などの家事援助を受けられます。

№ 事業所名 所在地

1 袖ケ浦ムツミヘルパーステーション 袖ケ浦市神納796-10

2 げんき介護相談所 袖ケ浦市勝217-1

3  さつき会ヘルパーステーションカトレアンホーム事業所 袖ケ浦市蔵波2713-1

4 特定非営利活動法人在宅福祉サービス袖ケ浦ふれあい 袖ケ浦市久保田1777

介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス事業所一覧
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（参考資料）

（３）介護予防通所介護相当サービス
　デイサービスセンター（日帰り介護施設）で、食事・入浴などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を受けられます。

№ 事業所名 所在地

1 デイサービスセンターサニーヒル 袖ケ浦市久保田857-9

2 袖ケ浦菜の花苑デイサービスセンター 袖ケ浦市神納4181-20

3 瑞穂デイサービスセンター 袖ケ浦市野里1452-4

4 グリーンパレス通所介護事業所 木更津市長須賀1305-2

5 社会福祉法人慈心会デイサービスセンター南清苑 木更津市中尾623-1

6 中郷記念館デイサービスセンター 木更津市井尻951

7 デイサービスたんぽぽ 木更津市犬成906

8 第二グリーンパレス通所介護事業所 木更津市長須賀1329

9 リハビリデイサービスすまいる 木更津市真舟5-2-3

10 医療法人社団史祥会房総メディカル第2クリニックデイサービスセンター 木更津市吾妻243-1

11 デイサービスセンターゆうしゅう園 市原市天羽田1500-3

12 日夕苑デイサービスセンター 市原市柏原271-1

13 デイサービスセンター高滝神明の里 市原市駒込196-1

14 あいかわデイサービスセンター 市原市原田261

15 ヤックスデイサービスセンター姉崎 市原市姉崎2101　ヤックスドラッグ姉崎店内

16 ケアステーションちいきのわ 市原市椎津2644-1

17 ＡＤＬサポートひだまり 袖ケ浦市奈良輪265-1

18 かもめの里デイサービス 木更津市菅生字岩崎741-1

19 デイ東友姉崎 市原市姉崎591-8

20 デイサービスセンター和気あいあい 市原市姉崎2580-1

21 こひつじかずさ介護支援センター 袖ケ浦市横田４１６１

22 ちいたの福王台 袖ケ浦市坂戸市場66-1

23 ちいたの平川 袖ケ浦市百目木157-1

24 ケアエナジー通所介護センター 袖ケ浦市久保田2379-3

25 通所介護ベストケア 袖ケ浦市大曽根1183-1

26 デイサービス陽氣ぐらし 袖ケ浦市久保田1872-5

27 百笑 袖ケ浦市高谷1365

28 デイサービスみどりの丘 袖ケ浦市下泉1424-3

29 デイサービスセンターすずらん　【休止中】 袖ケ浦市蔵波2589

30 通所介護のんき 袖ケ浦市代宿303

31 太陽デイサービス燦燦 木更津市貝渕1-9-3

32 デイサービス笑和の郷 木更津市矢那3630-1

33 リハビリデイサービスすまいる・姉ヶ崎 市原市椎津1035-10

34 デイサービスみどりの風きさらづ 木更津市笹子553

35 デイサービスみどりの風そでがうら 袖ケ浦市下泉1425

36 ヤックスデイサービス小櫃 君津市末吉1054-1

37 ケアセンターおびつ 君津市三田401

38 レッツ倶楽部木更津 木更津市請西1-25-13カーサフィオーレ1階

39 サンライズトレーニングデイ 木更津市清見台東2-3-1

40 おとの里 袖ケ浦市野里1507

41 デイサービスなのはな 市原市中高根699-2

42 デイサービス　ホームルーム 袖ケ浦市代宿88-5

43 リハプライド木更津 木更津市清見台3-8-10

44 らいふばでぃ市原店 市原市不入斗1463

45 デイサービスセンター金谷の里 富津市金谷1912-2
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議題（３）令和４年度地域ケア会議の実績について 

 

１ 地域ケア会議について 

（１）地域ケア会議実施の根拠 

介護保険法第１１５条の４８第１項において、「市町村は、包括的・継続的ケアマネジメント業務

の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民

生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議の設置に努めなければならな

い」とされています。 

地域ケア会議は、多様な関係機関と、支援が必要な高齢者等への適切な支援を行うための検討を

行うとともに、個別のケース検討によって把握・共有した地域課題を地域づくりや政策形成に結び

付けていくことで地域包括ケアを推進していく方法の１つです。 

 

（２）袖ケ浦市における４つの構成（４種類の会議） 

①自立支援型地域ケア会議 

市内のケアマネジャーに主に要支援１・要支援２の利用者のケアプラン提供していただき、個

別のケアプランについて、医療専門職を中心とした多職種が参加して「自立支援」に重点をおいた

検討を行います。 

②個別課題検討型地域ケア会議 

ケアマネジャーやサービス事業所の方々に加え、民生委員や自治会役員の方々、警察等の関係

機関にご出席いただき、個別ケースの課題解決について話し合います。 

③地域課題検討型地域ケア会議 

自治会などの単位で地域の課題を共有し、解決に向けた検討を行います。 

④地域ケア推進会議 

地域ケア会議を通して明らかになった市全体の課題を共有し、新たなサービスの整備や政策形

成につなげるための検討を行います。 

  

（３）経年実績 

 経年実績は、下記のとおりです。 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

①自立支援型 
４回 

１１事例 
８回 

２４事例 
５回 

１２事例 
１２回 
２４事例 

②個別課題検討型 ３件 ６件 ０件 ０件 

③地域課題検討型 ３件 ２件 ４件（２か所） １件（２か所） 

④地域ケア推進会議 ０回 書面照会 １回 １回 

 

 

議題（３）資料 
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２ 令和４年度の実績について 

（１）自立支援型地域ケア会議 

介護支援専門員等が事例提供者として会議出席し、多職種（１０職種）の専門職からなる助言

者等からの助言を受けるという会議スタイルで事例の検討を行っています。 

令和４年度は、昨年度に引き続き、Ｚｏｏｍによるリモートの形式で下記のとおり、開催しま

した。 

開催日等 概要 

原則第３火曜 １９：００～２０：１０ 

①令和４年４月２６日  ②令和４年５月１７日   

③令和４年６月２１日  ④令和４年７月１９日 

⑤令和４年８月２３日  ⑥令和４年８月２３日 

⑦令和４年１０月１８日 ⑧令和４年１１月１５日  

⑨令和４年１２月２０日 ⑩令和５年１月１７日 

※令和５年２月２１日に評価会を開催 

要支援認定に基づく介護予防サービス等を

利用中の事例（計１０回３０事例）の検討

を行いました。 

事例検討の助言者として、医療介護関係の

専門職（１０職種）が参加しています。 

助言者の延出席数は１２６名です。 

  

 

（２）個別課題検討型地域ケア会議 

 令和４年度は下記のとおり、３回の会議を実施しました。 

開催日 地区 会議内容 

R4.11.1 長浦駅前 【参加者】 

民生委員、地域住民、ケアマネジャー、介護サービス事業所、かかりつ

け薬局 

【内 容】 

・対象者の生活状況と課題の共有 

・課題に対する対応策・役割分担の協議 

R4.11.16 のぞみ野 【参加者】 

民生委員、地域住民、ケアマネジャー、日常生活自立支援事業担当者

（社会福祉協議会） 

【内 容】 

・対象者の生活状況と課題の共有 

・今後の支援についての役割分担        

R5.2.6 神納 【参加者】 

地域住民、ケアマネジャー 

【内 容】 

・現状についての情報共有 

・今後の方向性と具体的な支援についての確認 
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（３）地域課題検討型地域ケア会議 

令和４年度は、下記のとおり、１地区について計２回の会議を実施しました。 

開催日 地区 会議内容 

R4.4.27 

R4.10.26 

上泉 

（もみの木台） 

【参加者】 

自治会長、老人会会長、百歳体操代表者、民生担当役員、住民代

表、民生委員、社会福祉協議会、ブランチ職員 

【内 容】 

・住民主体の助け合い活動の現状について情報共有 

・地域で心配な高齢者について情報共有 

 

 

（４）地域ケア推進会議 

 ワーキンググループを１回実施し、地域ケア会議を通じて明らかになった課題を整理しました。 

開催日 形態 会議内容 

R5.1.13 
ワーキング 

グループ 

【参加者】 

市内主任介護支援専門員、生活支援コーディネーター、介護保険

課、高齢者支援課（高齢者福祉班）、地域包括支援センター 

【内 容】 

・地域ケア会議の実績報告  

・地域課題に対する解決策等について意見交換 
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３ 令和４年度地域ケア推進会議ワーキンググループについて 

（１）ワーキンググループの内容 

地域ケア推進会議を開催するにあたり、今年度の地域ケア会議で顕在化したニーズをもとに、そ

の背後にある同様のニーズ持つ要援護者やその予備軍を見出し、解決すべき地域課題を明らかにす

る作業を行うため、令和５年１月１３日に「第１回ワーキンググループ」を開催しました。 

また、ワーキンググループを開催するにあたり、事業担当にて、地域ケア会議の中で出た課題を

整理・分類し、事前に資料を作成しました。 

当日のグループワークでは、ＫＪ法（付箋に情報やアイデアを思いつくまま自由に記して、それ

をグループ化していくことで、情報を整理したりアイデアを言語化していく方法）を用いて、グル

ープ毎に、事前に作成した資料から思いつく現状・要因・解決策などの意見出しやグループ化を行

い、地域課題の解決のための一段階に取り組みました。 

第１回のワーキンググループにてまとめた項目は表１のとおりです。 

（表１） 

・重度化防止の考え方  ・口腔領域       ・聴覚領域       

・訪問リハの活用    ・内服薬        ・家族の関わり 

・社会資源の不足    ・社会資源の情報把握  ・社会参加 

・移動手段       ・後見制度の限界    ・独居 

 

また、ワーキンググループ参加者からは表２のような感想がありました。（※一部抜粋） 

（表２） 

・地域課題を社会資源に結びつけることがイメージできなかったが、ワーキンググループなどで

話し合うなどして、積み重ねることで、社会資源、地域を作ることにつながっていくことがわかっ

た。 

・利用者宅を回っていて、困っていることや希望を聞いていたが、それを地域の課題として地域包

括支援センターや生活支援コーディネーターに伝えることで、社会資源につながっていくことを

知った。また、そういうことも相談してもよいとわかって助かった。 

 

（２）今後の事業展開について 

ワーキンググループとして今回まとめた内容のうち、解決方法の提案として、表３の内容が挙げ

られました（※一部抜粋） 

（表３） 

・「予防プラン」「重度化防止のプラン」作成の研修又は事例検討をする機会を作ってほしい。 

・口腔ケア、歯科に関する研修を開催してほしい。 

・訪問リハの事例発表などの機会があれば利用が増えるのではないか。 

 

ワーキンググループの中で解決方法として提案されたことを、来年度以降事業展開していくとと

もに、引き続きワーキンググループを開催し課題の洗い出しや整理・対応の検討を進め、地域づく

りを推進していきます。 



  

 

 

 

 

令和５年度 

袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

袖ケ浦市福祉部高齢者支援課 
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１ 策定の目的 

 この「袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針」は、袖ケ浦市地域包括支援センター

（以下「センター」という。）の運営上の基本理念、業務推進の方針などを明確にすると

ともに、センター業務の円滑で効率的な実施に資することを目的に策定する。 

 

２ センターの目的 

センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、保健師、

社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を配置し、その専門知識や技能を互いに活かし

ながらチームで活動をすることにより、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを実

現することを目的とする。 

 

３ 運営の基本理念 

地域包括ケアの実現のために、以下の視点を取り入れる。 

（１）「公益性」の視点 

  センターは、市の介護･福祉行政の一翼を担う公益的な機関として、公正で中立性の

高い事業運営を行う。 

  センターの運営費用は、市民の負担する介護保険料や国･県･市の公費によって賄われ

ていることを十分理解し、適切な事業運営を行う。 

 

（２）「地域性」の視点 

  センターは、地域の介護･福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関であり、地

域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。 

  地域ケア会議、その他地域で行われる活動等を通じて、地域住民や関係機関、サービ

ス利用者の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課

題を把握し、解決に向けて積極的に取り組む。 

 

（３）「協働性」の視点 

  センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が専門性を活用しな

がら相互に情報共有し、連携･協働する「チームアプローチ」を実践する。 

  さらに、地域の保健･福祉･医療の専門職や民生委員等の関係者と連携を図りながら業

務を推進する。 

 

４ 業務推進の方針 

（１）共通事項 

ア 事業計画 

   センターは、毎年度重点目標を設定し、事業計画を策定する。 
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イ 職員の配置 

センターには次の職員を配置する。 

   なお、包括的支援事業担当の職員配置については、袖ケ浦市地域包括支援センター  

の職員等に係る基準を定める条例（平成２７年３月１７日条例第２号）を遵守する。 

(ｱ) 管理責任者 

    事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとして、管理責任者を１    

名配置する。 

   (ｲ) 包括的支援事業担当者 

センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね３，０００人以

上６，０００人未満ごとにそれぞれ保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を各

１名以上常勤で配置する。 

(ｳ) その他の職員 

(ｱ)・(ｲ)に掲げるもののほか、必要に応じて事務職等の職員を配置する。 

 

ウ 職員の姿勢 

   センター業務は、地域で暮らす高齢者が住み慣れた環境で自分らしい生活を継続で

きるための支援であることを念頭に置き、常に当事者の最善の利益を図るために業務

を遂行する。 

 

エ 職員の資質向上 

   センターの職員は、相談技術やケアマネジメント技術の向上等、業務に必要な知識

や技術の習得を目的とした研修等に積極的に参加し、各職員が学んだ内容をセンター

職員間で伝達、共有することにより、センター全体のスキルアップに努めるものとす

る。 

 

オ 個人情報の保護 

  センターは業務上、高齢者等の個人情報を知り得る立場にあり、その保護について

は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の秘密保持義務並びに袖ケ浦市個人情報保護条例（平成８年条例

第１５条）が定める基準の内容を遵守する。 

 

カ 広報活動 

  センターの業務を適切に実施していくため、また業務への理解と協力を得るために

パンフレットやチラシ、広報紙等を作成し、様々な場所や機関への配布等を行うな

ど、地域住民及び関係者へ積極的に広報する。 
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キ 窓口機能の強化等 

  センターの業務全般を効果的に推進するため、住民の利便性を考慮し住民からの相

談を受け付け直接対応したり、あるいは、センターへつなぐことを目的に、下記のと

おりサブセンター（支所）及びブランチ（窓口）を設置･運営する。 

  (ｱ) サブセンター 

   ａ 長浦･蔵波地区 

    名称 地域包括支援ながうらサブセンター 

    所在地 袖ケ浦市蔵波６３４-１ 長浦おかのうえ図書館１階 

   ｂ 中川･富岡･平岡地区 

    名称 地域包括支援ひらかわサブセンター 

    所在地 袖ケ浦市横田１１５-１ 平川公民館１階 

(ｲ) ブランチ 

   ａ 昭和･根形地区ブランチ 

 名称 袖ケ浦菜の花苑(特別養護老人ホーム 袖ケ浦菜の花苑内) 

    所在地 袖ケ浦市神納４１８１-２０ 

   ｂ 長浦･蔵波地区ブランチ 

    名称 サニーヒル（特別養護老人ホーム サニーヒル内） 

    所在地 袖ケ浦市久保田８５７-９ 

   ｃ 中川･富岡･平岡地区ブランチ 

    名称 袖ケ浦瑞穂（特別養護老人ホーム 袖ケ浦瑞穂内） 

    所在地 袖ケ浦市野里１４５２-４ 

   なお、令和５年７月１日に予定している袖ケ浦市長浦地区地域包括支援センター設

置に伴い、長浦・蔵波地区のサブセンター及びブランチを閉鎖し、令和５年１０月１

日に予定している袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター設置に伴い、中川・富岡・

平岡地区のサブセンター及びブランチを閉鎖する。 

ク 感染症等への対応 

  センターの業務の遂行時における、新型コロナウイルス感染症、その他の感染症等

への対応については、国・県・市の対処方針等に留意しつつ、高齢者等の安全を第一

に業務を遂行する。 

 

（２）地域包括ケアシステムの構築方針 

  センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して、尊厳あるその人らしい生活を維持

することができるように、介護保険制度によるサービスのみならず、その他の公的なサ

ービスや民間の提供するサービスの活用等、包括的な支援･サービス提供体制を構築

し、一人ひとりの暮らしと生きがいを共に創り、高めあう地域共生社会への実現を目指

し、地域包括ケアシステムの深化･推進を図っていくものとする。 
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（３）地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

  センターは、地域包括ケアの推進のため、その中核機関としての役割を常に意識し、

地域の住民や関係団体等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、

地域のニーズ･課題の把握に努め、解決に向けて地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔

軟な運営を行うものとする。 

 

（４）介護事業者･医療機関･民生委員等の関係者とのネットワーク構築の方針 

 センターは、高齢者が介護サービスや保健医療福祉サービス等を適切に利用できるよ

う、地域における多職種連携を進めるため、介護事業者、医療機関、民生委員、児童委

員、社会福祉協議会等の関係機関と連携し、高齢者支援のためのネットワーク構築を推

進するものとする。 

 

（５）介護支援専門員に対する支援･指導の実施方針 

 センターは、介護支援専門員に対して専門的な見地から、日常的業務の相談等に応じ

るとともに、支援困難なケースについては、具体的な支援方針を検討しながら助言･指

導を行う。 

 また、個々の介護支援専門員の抱える課題やニーズを把握し、地域の介護支援専門員

全体で共有できるような取組みを行い、介護支援専門員の問題解決能力を高める支援に

努める。 

 

（６）市関係部局との連携方針 

  センターは、地域住民の総合相談に応じつつ、適切に地域住民の保健福祉の推進が図

れるよう市関係部局とも連携し、包括的支援事業等の適切な運営を行う。 

 

（７）その他の方針 

  センターは、その他地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断したものにつ 

いては、方針として掲げるものとする。 

 

５ 基幹型地域包括支援センターとしての機能 

 センターは、以下の委託型地域包括支援センターを支援する基幹型地域包括支援センタ

ーとしての業務を実施するものとする。 

 ・袖ケ浦市長浦地区地域包括支援センター【令和５年 ７月１日設置予定】 

 ・袖ケ浦市平川地区地域包括支援センター【令和５年１０月１日設置予定】 

（１）委託型地域包括支援センターの支援 

委託型地域包括支援センターが対応する個別事例の緊急性を把握しつつ、委託型地域包

括支援センターだけでは対応が困難な事例などに対し、事例解決に向けた後方的・直接的
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な支援を行う。 

（２）情報共有 

 毎月１回の定例会の開催などを通じて、地域包括支援センター間の交流を強化し、地域

包括支援センター間の業務・連絡調整の円滑化及びノウハウの共有を図る。 

 

６ 具体的な業務 

（１）包括的支援事業 

  ア 総合相談支援業務 

センターは、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続 

していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域にお 

ける適切なサービス、関係機関及び制度の利用につなげる等の総合相談、地域包括 

支援ネットワーク構築、実態把握などの業務を行う。 

 

イ 権利擁護業務 

センターは、権利侵害を受けている、又は受ける可能性が高いと考えられる高齢者

が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、高齢者虐待の防止及び

早期発見･早期対応、消費者被害の防止、成年後見制度の積極的な活用など、権利侵

害の予防や対応を専門的に行う。 

 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

センターは、地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域にお  

ける関係機関や多職種の連携･協働の体制づくりや介護予防ケアマネジメント、指定介

護予防支援及び介護給付における、より質の高いケアマネジメントを実現するため介

護支援専門員に対する後方支援を行う。 

 

  エ 地域包括ケアシステムを構築するための事業の充実（社会保障充実分） 

(ｱ) 在宅医療･介護連携推進事業 

    センターは、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一

体的に提供するために、医療･介護関係者の連携に向けた以下の取組みを推進す

る。 

    ａ 地域の医療･介護の資源の把握 

    ｂ 在宅医療･介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

    ｃ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

    ｄ 医療･介護関係者の情報共有の支援 

    ｅ 在宅医療･介護連携に関する相談支援 
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    ｆ 医療･介護関係者の研修 

    ｇ 地域住民への啓発普及 

    ｈ 在宅医療･介護連携に関する関係市町村の連携 

   (ｲ) 生活支援体制整備事業 

    センターは、高齢者の生活支援体制の充実･強化及び高齢者の社会参加の推進を

一体的に図っていくため、ＮＰＯ、民間企業、ボランティア等多様な主体による助

け合い活動の創出や、地域における介護予防の推進体制の検討、高齢者を支援する

既存の社会資源の把握及び拡充による地域の支え合いの体制の構築等、必要な取組

みを実施する。 

   (ｳ) 認知症総合支援事業 

    センターは、地域における認知症の人とその家族の支援に向け、認知症の人の家

族や関係者からのきめ細かな相談対応を行うとともに、認知症初期集中支援チーム

の活動により、認知症又は認知症が疑われる人の自立した生活を支援する。また、

認知症高齢者の家族の精神的負担の軽減や交流の場、助言等を得る場としての家族

のつどいを開催する。 

 

   (ｴ) 地域ケア会議推進事業 

    センターは、個別課題の解決、支援ネットワークの構築、地域課題の把握等を中

心に、包括的支援事業を効率的･効果的に行うために、多職種で個別ケースの課題

解決へ向けた支援内容を検討することを通じ、地域づくり、社会資源の開発、政策

形成につなげるため、以下の内容を目的とした地域ケア会議を行うものとする。 

    ａ 介護支援専門員への高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援 

    ｂ 高齢者の課題解決のための地域での支援ネットワークの構築 

    ｃ 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

    ｄ その他、地域の実情に応じて必要と認められる事項 

 

（２）指定介護予防支援・第１号介護予防支援事業 

   センターは、介護保険における予防給付及び介護予防･日常生活支援総合事業のう

ち、介護予防･生活支援サービス事業の利用対象となる要支援者等がサービスを円滑に

利用することができるよう、その心身の状況、置かれている生活環境等を勘案し、介護

予防サービス計画及び第１号介護予防支援事業（以下「介護予防サービス計画等」とい

う。）に係る計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画等に基づくサービス

の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整等に努め

る。 
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（３）第１号介護予防支援事業以外の介護予防・生活支援サービス事業 

  センターは、支援を必要とする高齢者がそのニーズに合わせた適切なサービスを利用

できるよう、従来相当の訪問介護サービスや通所介護サービスに加えて、地域の実情に

応じ、地域住民や民間事業者、医療専門職による多様なサービスを創設し、その円滑な

利用に努める。 

 

（４）一般介護予防事業 

  センターは、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の

通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大

していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関

する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態に

なっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推

進する。 

 

（５）任意事業 

   センターは、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続し

ていくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被

保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援

として、以下の事業を実施する。 

 

  ア 家族介護支援事業 

(ｱ) 認知症高齢者見守り事業 

     徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築等、家族介護者の支援に努める。 

   (ｲ) 家族介護教室事業 

     要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習    

得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催し、介護

する家族等に対して心身の負担の軽減を図る。 

 

   イ その他事業 

    (ｱ) 成年後見制度利用支援事業 

認知症等で判断能力が十分でない人が、成年後見制度を円滑に利用して地域で

安心して暮らし続けることができる仕組みづくりの構築等に務める。 

低所得の高齢者に対し、成年後見制度の市長申立てに要する経費や成年後見人

等の報酬の助成等を行い、成年後見制度の活用の促進につなげる。 

社会福祉協議会、関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行わ

れるよう努める。 
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(ｲ) 認知症サポーター等養成事業 

地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成し、か

つ、その活動支援に努める。 
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令和５年度 袖ケ浦市地域包括支援センターにおける重点目標及び事業計画（案） 

１ 重点目標 

（１）地域住民、医療介護関係者、民間事業者等、地域のあらゆる関係者との連携を強化し、高齢 

者の生活を支える取組みの充実に向けて、地域全体での支え合いの体制づくりを進める。 

（２）様々な健康状態における高齢者に対してその状態に合った介護予防の取組みを進め、自立支 

援を促進する。 

（３）令和５年度より新たに設置する各地区の地域包括支援センターと十分な連携をとりながら、

支援を必要とする高齢者等への対応の強化、充実を図る。 

（４）高齢者の安全確保を第一に、新型コロナウイルス感染症他。感染症対策を講じたうえで、介

護予防の取組を進める。 

２ 事業計画                         ※網掛け事業は重点事業 

 事業 事業計画 

１ 総合相談支援業務 ・地域包括支援センターやブランチの相談対応・実態把握活動により、高齢

者のニーズを的確に把握し、適切な制度やサービス、機関につなげる。 

・個別ケースの支援方針や支援方法、支援の進捗について、センター内で共

有・検討する。 

２ 権利擁護業務 ・高齢者虐待又は虐待が疑われるケースについて、高齢者の安全と必要な医

療・介護の提供が守られるよう支援する。また、養護者への支援も行い、

再発防止を図る。 

・認知機能低下による消費者被害、セルフネグレクト、家庭内の複合的問題

等の課題を抱えた高齢者が、尊厳が守られ地域での生活を継続できるよ

う、関係機関と連携して支援を行う。 

・個別ケースの支援方針や支援方法、支援の進捗について、センター内で共

有・検討する。 

３ 包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援業務

（地域ケア会議推進事

業を含む） 

・介護保険サービス事業者会議においてケアマネジャーへの資質向上に向け

た研修会の開催や情報の提供等を行う。 

・袖ケ浦市ケアマネジャーネットワークの活動が促進されるよう、役員会に

出席し、研修会の開催やネットワークの運営について助言や情報提供を行

う。 

・個々のケアマネジャーに対し、適宜個別ケースへの助言及び支援を行う。 

・個別課題検討型・地域課題検討型・自立支援型の各地域ケア会議を開催

し、ケース毎の問題解決や自立支援の資するケアマネジメントに向けた支

援を行う。また地域で取り組む課題について、地域ケア推進会議で検討す

る。 

４ 在宅医療・介護連携 

推進事業 

 

 

・「袖ケ浦市医療情報一覧」及び「君津圏域医療・介護多職種連携エチケッ

ト集」の活用の促進を図る。 

・「在宅医療・介護連携推進協議会」「多職種協働研修会」を通じて、市内

関係者の連携を図り、顔の見える関係づくりに努める。 

・市民向け講演会の開催等による在宅医療の普及啓発を行う。 

・在宅医療・介護連携支援相談窓口に寄せられる関係者からの相談について

「医療介護連携地域相談サポート医（君津木更津医師会へ業務委託）」へ

の相談につなげる等対応する。 

・ＩＣＴツール「バイタルリンク」の普及啓発に取り組む 

議題（４）資料２ 
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５ 生活支援体制整備事業 

 

 

・生活支援コーディネーターによる地域の高齢者の生活支援に関する相談対

応を強化し、相談解決のための互助活動促進を行う。（社会福祉協議会に

委託。） 

・第1層協議体において市内全域の共通課題の検討等を行う。 

・住民主体の支援活動団体の立ち上げ支援を行う。 

・住民主体の支援活動団体間の情報共有及び連携や協働などにより活動団体

の支援を行う。 

６ 認知症支援に関する 

事業（認知症総合事

業・認知症高齢者見守

り事業・認知症サポー

ター等養成事業） 

 

・学童から成人まで幅広い年代に認知症サポーターの養成を行い、認知症に

対する理解を深める。 

・認知症サポーターのステップアップ研修等を通し、サポーターの自主的地

域活動を進める。 

・認知症初期集中支援チームや地域包括支援センターにおける認知症への相

談対応、家族のつどい、認知症おでかけ安心シールの活用等により、本人

の安心した生活への支援や家族の精神的負担の軽減を図る。 

・認知症カフェの新規開設や継続に向けた支援を行う。 

目標値 

認知症サポータ―養成数 ２８０人（新規養成数） 

７ 指定介護予防支援・第

１号介護予防支援事業

（介護予防ケアマネジ

メント） 

・高齢者のニーズを的確に把握し、必要なサービスの調整を行う。 

・センター職員の研修の受講やセンター内での助言指導により、自立支援に

資するケアマネジメントに努める。 

８ 第１号介護予防支援事

業以外の介護予防・生

活支援サービス事業 

 

・リハビリ専門職による短期集中サービスＣについて、利用促進を図る。 

・住民主体により提供されるサービスＢやＤについて、既存団体等への働き

かけや新たな担い手の発掘により、サービスの創設を図る。 

９ 一般介護予防事業 

 

 

・袖ケ浦いきいき百歳体操の未実施地区に対して普及啓発活動を行い、新規

開始につなげる。 

・袖ケ浦いきいき百歳体操実施団体に対し、体力測定やリハビリ専門職等か

らの助言を行い、体操参加者の継続に努める。また、活動団体へ感染症予

防対策の周知を行う。 

・介護予防サポーター（はつらつシニアサポーター）の養成やスキルアップ

研修により、介護予防の普及活動を自主的に行える者を増やす。 

・口腔機能、失禁予防、認知症予防等の講演会や教室等により介護予防の取

組みの充実を図る。 

目標値 

いきいき百歳体操参加者数 ８５人（新規参加者） 

はつらつシニアサポーター数 １５人（新規参加者） 

１０ 成年後見制度利用支援

事業 

 

 

・市長による後見等申立てや後見制度利用のための費用助成が、必要に応じ

て適切に行われるよう支援を行う。 

・令和４年４月から社会福祉協議会への委託により設置している中核機関に

ついて、関係機関、市関係各課と連携を密にし、必要な高齢者の情報の共

有などについて、地域連携ネットワークの構築を図る。 

 

１１ 家族介護教室事業 ・社会福祉法人等への委託等により、家族介護者の身体的・精神的負担の軽

減につながるような内容を企画し実施する。 

・開催時は、事業者と協議のうえ、感染症予防対策に十分配慮した方法で実



3 

 

施する。 

１２ 地域包括支援センター

の周知・連携 

 

 

・訪問活動や窓口での対応を通じて高齢者のニーズを的確に把握し、関係機

関と連携し包括的な支援に努める。 

・広報への掲載や各種事業実施の際等、様々な機会を利用して、地域包括支

援センター（サブセンター含む）の周知を行っていく。 

・令和５年７月開所予定の長浦地区地域包括センター及び１０月開所予定の

平川地区地域包括支援センターの市民等への周知を十分行なうとともに、

市と各地区包括との情報共有を図り、困難事例への対応等、連携した対応

を行う。 

 



議題（５）　令和５年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託について

　令和５年度指定介護予防支援、介護予防ケアマネジメント業務の委託について承認を求めるものです。

住所
指定有効

開始年月日
指定有効

終了年月日
住所 法人名

1 1273400026 袖ケ浦菜の花苑居宅介護支援事業所 袖ケ浦市神納4181-20 2020/4/1 2026/3/31 千葉県袖ケ浦市神納4181-20 社会福祉法人さつき会

2 1273400034 カトレアンホーム居宅介護支援事業所 袖ケ浦市蔵波２７１３－１ 2020/4/1 2026/3/31 千葉県袖ケ浦市神納4181-20 社会福祉法人さつき会

3 1273400059 さつき会ケアマネセンター 袖ケ浦市長浦駅前4-2-1 2020/4/1 2026/3/31 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-21 社会医療法人社団さつき会

4 1273400083 サニーヒル居宅介護支援センター 袖ケ浦市久保田857-9 2020/4/1 2026/3/31 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 社会福祉法人慈協会

5 1273400455 居宅介護支援事業所ちいたの福王台 袖ケ浦市坂戸市場66-1 2022/9/1 2028/8/31 千葉県木更津市井尻951 社会福祉法人かずさ萬燈会

6 1273400612 袖ケ浦瑞穂居宅介護支援センター 袖ケ浦市野里1452-4 2015/10/1 2027/9/30 東京都江戸川区瑞江1-3-12 社会福祉法人瑞光会

7 1273400794 入道雲 袖ケ浦市下宮田525-2 2020/9/1 2026/8/31 千葉県袖ケ浦市下宮田525-2 株式会社正業

8 1273400851 袖ケ浦ムツミ居宅支援センター 袖ケ浦市神納796-10 2015/10/1 2027/9/30
千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ｹｲﾃｨ
ﾋﾞﾙ1階

株式会社ケイ・ティ・サービス

9 1273400893 介護相談みどりの風そでがうら 袖ケ浦市下泉1425 2018/11/1 2024/10/31 千葉県袖ケ浦市下泉1424-3 社会福祉法人みどりの風

10 1273401016 AIST横田居宅介護支援事業所 袖ケ浦市横田1095 2021/3/1 2027/2/28 千葉県袖ケ浦市阿部116-1 合同会社Next door

11 1273401032 居宅介護支援事業所わらく 袖ケ浦市上泉1308 2022/8/1 2028/7/31 千葉県袖ケ浦市上泉1308 有限会社ワイエム

12 1271100065 中郷記念館介護相談センター 木更津市井尻951 2020/4/1 2026/3/31 千葉県木更津市井尻951 社会福祉法人かずさ萬燈会

13 1271100446 金田在宅介護支援センター 木更津市中島2366-1 2020/9/1 2026/8/31 千葉県袖ケ浦市奈良輪535-1 医療法人社団恒久会

14 1271100552 有限会社ウエルネス上総 木更津市大和1-4-10-102 2020/12/1 2026/11/30 千葉県木更津市大和1-4-10-102 有限会社ウエルネス上総

15 1271100594 介護支援センターたんぽぽ 木更津市祇園2-30-21 2015/5/1 2027/4/30 千葉県木更津市犬成906 有限会社リ・ライフ

16 1271101287 木更津ムツミ居宅支援センター 木更津市太田4-12-21 2019/11/1 2025/10/31 千葉県市原市姉崎東3-3-7 株式会社サービスワン

17 1271101923 ウィズユー介護相談 木更津市若葉町2-19 2019/7/1 2025/6/30 千葉県木更津市若葉町2-19 株式会社ＭＡＨＡＬＯ

18 1271102004 エルケア木更津ケアプランセンター
木更津市大和2-4-1　VIOS木
更津Ｂ号室

2020/1/1 2025/12/31
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田セ
ンタービル25階

エルケア株式会社

19 1271102111 ケアプランセンターしほな 木更津市清見台2-9-9 2020/6/1 2026/5/31 千葉県木更津市清見台2-9-9 合同会社Ｈ・Ｓ・Ｎ

20 1271102293 かもめ指定居宅介護支援事業所 木更津市菅生689 2015/8/1 2027/7/31 千葉県木更津市菅生725-1 医療法人社団邦清会

21 1271102350 居宅介護支援事業所いわね潮の香園 木更津市万石146-1 2015/10/1 2027/9/30 千葉県木更津市矢那字天神前3731-2 社会福祉法人梅香会

22 1271102459 ケアマネジャー事業所シンフォニー 木更津市祇園3-26-6 2022/4/1 2028/3/31 千葉県木更津市祇園3-26-6 合同会社ル・リアン

23 1271102673 介護相談みどりの風きさらづ 木更津市笹子553 2018/11/1 2024/10/31 千葉県袖ケ浦市下泉1424-3 社会福祉法人みどりの風

24 1271102806 フォレスト 木更津市大和2-6-8 103 2020/3/1 2026/2/28 千葉県木更津市矢那2390番地 株式会社ＲｅＣＵＥＳＴ

25 1271101147 いわい介護支援事業所 木更津市清見台1-6-1 2018/9/1 2024/8/31 千葉県木更津市清見台1-6-1 合資会社いわいケア

26 1273000073 株式会社ノバ・メディクス 君津市東坂田4-8-23 2020/4/1 2026/3/31 千葉県君津市東坂田4-8-23 株式会社ノバ・メディクス

27 1273000883 居宅介護支援事業所るぴなす 君津市長谷川1234 2017/4/1 2023/3/31 千葉県君津市長谷川1234 株式会社Ｍ＆Ｆ

28 1272400100 姉ヶ崎居宅介護支援センター
市原市椎津2558番1 （姉崎病
院内）

2020/4/1 2026/3/31 千葉県市原市椎津2558-1 医療法人社団健老会

29 1272400308 在宅介護支援センターグランモア和光苑 市原市椎津5番地1号 2020/4/1 2026/3/31 千葉県市原市椎津5-1 社会福祉法人和光会

30 1272400837 ムツミ居宅介護支援事業所 市原市姉崎東3-3-7 2015/6/1 2027/5/31 千葉県市原市姉崎東3-3-7 株式会社サービスワン

31 1272401876 ＫＴ在宅サポートセンター
市原市姉崎東二丁目2番地6ｹ
ｲﾃｨﾋﾞﾙ8階

2019/5/1 2025/4/30
千葉県市原市姉崎東二丁目2番地6ｹｲﾃｨ
ﾋﾞﾙ1階

株式会社ケイ・ティ・サービス

32 1272402312 介護センターなのはな 市原市中高根699-2 2022/5/1 2028/4/30 千葉県市原市中高根699-2 企業組合あざみ

33 1272403096 ケアステーションちいきのわ居宅介護支援 市原市椎津生雁2644-1 2020/12/1 2026/11/30 千葉県市原市桜台2-7-14 株式会社ちいきのわ

34 1272402189 スマイル居宅支援事業所 市原市光風台2-380-3 2015/6/1 2027/5/31 千葉県市原市光風台2-380-3 株式会社えがおの友

35 1273101061 居宅介護支援事業所「わたしたちの生きる証」 富津市長崎字熊ノ下274 2017/6/1 2023/5/31 千葉県富津市長崎331-3 医療法人社団俊真会

36 1273100089 在宅介護支援センター金谷の里 富津市金谷1912番地2 2020/4/1 2026/3/31 千葉県富津市金谷1912番地2 社会福祉法人金谷温淸会

※NO27 居宅介護支援事業所るぴなす　については、指定期限が　2023/03/31　ですが、2023/04/01以降も更新手続き済みであることを確認済みです。

令和５年度指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務　委託予定事業所

№ 事業所番号 事業所名
居宅介護支援事業所 運営主体

1





1 2 2 0



1 2 2 0

【－２－】



  

議題（７） 令和５年度袖ケ浦市介護保険運営協議会の開催スケジュールについて 

開 催 予 定 

第

１

回 

日 時 等 
令和５年４月２７日（木） 午後２時００分～ 

［市役所旧館３階大会議室］ 

議事（案） 
（１）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定スケジュール等に 

ついて 

第

２

回 

日 時 等 
令和５年６月２９日（木） 午後２時００分～ 

［市役所旧館３階大会議室］ 

議事（案） 

（１）令和４年度介護保険事業の実績について 

（２）令和４年度地域包括支援センター事業の実績について 

（３）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の令和４年度取組事業の 

進捗状況について 

（４）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定に係るアンケート結果

について 

第

３

回 

日 時 等 
令和５年９月２８日（木） 午後２時００分～ 

［市役所北庁舎３階中会議室］ 

議事（案） （１）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の素案について 

第

４

回 

日 時 等 
令和５年１１月２日（木） 午後２時００分～ 

［市役所北庁舎３階中会議室］ 

議事（案） （１）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について 

第

５

回 

日 時 等 
令和６年１月２５日（木） 午後２時００分～ 

［市役所北庁舎３階中会議室］ 

議事（案） 

（１）袖ケ浦市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について 

《介護保険料部分》 

（２）地域密着型サービス事業所の指定について 

第

６

回 

日 時 等 
令和６年３月２５日（月） 午後２時００分～ 

［市役所北庁舎３階中会議室］ 

議事（案） 

（１）令和５年度指定地域密着型サービス事業所の指定更新結果について 

（２）令和６年度袖ケ浦市地域包括支援センター運営方針について 

（３）令和６年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託に  

ついて 

（４）令和６年度袖ケ浦市介護保険運営協議会の開催スケジュールについて 

※日時等及び議事（案）については変更となる場合があります。 

議題（７）資料 


